
　秋田市民交流プラザ条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

 る。

 

 　　令和６年３月21日

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　

 

 秋田市規則第19号

 

 　　　秋田市民交流プラザ条例施行規則の一部を改正する規則

　秋田市民交流プラザ条例施行規則（平成16年秋田市規則第16号）の一部

 を次のように改正する。

 　第２条の表子ども未来センターの項を次のように改める。

 子育て交流室 午前９時から午後５時 12月29日から翌年の１

まで 月３日までの日

 
 

 　　　附　則

 　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

 


